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（件 名）  

電磁的記録の部分公開に関する運用の見直しについて 

 

（要 旨） 

 旭川市情報公開条例施行規則第２条第３項の運用について、電磁的記録に係る公文書公開にお

いても、非公開部分を適切に処理した上で、電磁的記録の形式による部分公開を可能とするよう、

運用の見直しを行うことを求める。 

 理由として、現行の運用では、電磁的記録については全部公開の場合に限り当該形式での公開

が認められ、それ以外の場合は紙媒体による写しの交付が原則とされている。しかしながら、行

政文書の多くが電子的に作成・管理されている現状において、この取扱いは市民の情報アクセス

の利便性を著しく制約するものとなっている。 

紙媒体による提供は、検索性・再利用性に乏しいだけでなく、情報量が多い場合には確認・整理

に多大な負担を伴い、情報公開制度の趣旨である「迅速かつ容易な情報取得」と必ずしも整合的

とは言えない。 

一方で、近年はデータ抽出・加工技術の進展により、非公開情報を適切にマスキングした上で、

ＣＳＶやＥｘｃｅｌ形式等の構造化された電磁的記録として部分公開を行うことは技術的に十分

可能な段階にあると考えられる。特に、機械判読性の高い形式で提供することは、情報の検索性・

再利用性を大きく向上させるものであり、オープンデータの推進という観点からも有用である。

また、他自治体においても、加工済みデータをＣＳＶ等で提供する運用例が確認されている。 

さらに、公文書公開請求の運用に関する説明において、情報提供という形であれば電磁的記録

による提供が可能である旨が示されていることからも、電磁的記録による提供自体が本質的に不

可能なものではないことは明らかである。このことは、公開請求手続においてのみ媒体が制限さ

れる現行運用の合理性に疑問を生じさせるものである。 

以上を踏まえると、電磁的記録の公開方法については、技術的可能性及び他自治体の運用状況

を考慮しつつ、市民の利便性及び情報公開制度の実効性を確保する観点から、現行運用の見直し

を行う必要性が高いものと考えられる。 

 

 

（次頁に続く） 



 

  以上の趣旨から、次の事項について陳情する。 

 

陳情事項 

１ 電磁的記録の公開方法について、全部公開の場合に限定する現行運用を改め、非公開部分を

適切に処理した電磁的記録による部分公開を可能とするよう、速やかに運用の見直しを行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


